
事業名 緑資源公団事業（農用地総合整備事業） 区域名 下北中央
しもきたちゅうおう

県 名 青森県 関係市町村 むつ市、下北郡東通村

１．公団事業の概要
（１）事業の目的

本区域は、下北半島の東北部に位置し、東は太平洋、西は恐山、北は津軽海峡、南は陸
奥湾に面した農業地帯であり、水稲と畜産を基幹とし、これに野菜等を組み合わせた農業

事 が展開されている。
しかしながら、農地の整備率は低く、水田、畑、未墾地が錯綜し、排水不良や農道が不

備なことから大型農業機械による営農に支障をきたしており、また、営農団地間を結ぶ基
幹的な農道の整備が遅れているため農産物等の流通に支障をきたしている。
このことから、農用地及び農業用道路の整備を早急かつ総合的に実施することにより、

高生産性農業の確立を図るとともに、農産物の流通の迅速化を図り、地域の活性化に資す
業 る。

（２）事業の経緯
①平成 ７年 １月：青森県知事から農林水産大臣への事業実施の申出
②平成 ７年 ２月：農林水産大臣から農用地整備公団への事業実施方針の指示
③平成 ８年１０月：農林水産大臣による事業実施計画の認可

（３）事業実施計画の概要
概 ①受 益 面 積： ３，１８５ｈａ

②主要工事計画：農用地整備 １５１ｈａ
（区 画 整 理 １２０ｈａ）
（農用地造成 ３１ｈａ）
農業用道路 １０．９ｋｍ

③総 事 業 費： ６，１００百万円（平成１３年度時点 １０，３５０百万円）
要 ④工 期：平成８年度～平成１３年度

（平成１３年度時点 平成８年度～平成１４年度）
２．関連事業の概要
（１）農道改修事業

①主要工事計画：道路改修 ７００ｍ
②総 事 業 費：４３百万円

【事業の進捗状況】

本区域は、平成１３年度完了を目指して平成８年度に着工し、現地精査並びに地元調整
を踏まえて、事業を実施してきている。

評 農用地整備（区画整理、農用地造成）については、平成１２年度までに約１３２ｈａを
施工し、約５４ｈａについては、すでに一時利用による営農が行われている。また、平成
１３年度には約７８ｈａについて、客土、暗渠排水工など補完整備を実施した後、一時利
用を行う予定である。
農業用道路については、平成１２年度までに１０．８ｋｍを施工し、４．１ｋｍが完成

価 しているが、計画路線の大部分が軟弱地盤のため、対策工の検討を行い、置換工法から載
荷盛土による圧密促進工法に変更するなどして工事を進めてきている。
なお、これらの要因により工期を１年延期する必要が生じたため、平成１４年度の事業

完了を予定している。
（１）区画整理

項 平成１２年度までに約１１５ｈａを施工し、５４ｈａについて一時利用による営農を開
始している。

（２）農用地造成
平成１２年度までに約１７ｈａについて施工中である。

（３）農業用道路
目 平成１２年度までに１０．８ｋｍを施工し、うち４．１ｋｍが完成している。

（４）進捗率
全体事業費（平成１３年度時点） ：１０，３５０百万円
平成１２年度までの事業費 ： ７，７４５百万円 進捗率 ７５％
平成１３年度までの事業費（予定） ： ９，２４５百万円 進捗率 ８９％



【関連事業の進捗状況】

関連道路については、本事業と同時に完了する予定である。
（平成１３年度は、本事業の工事用道路として使用しており、平成１４年度に関連事業とし
ての整備を行う ）。

【社会経済情勢の変化】

１．農業就業人口は減少（平成２年：１，４５４人、平成７年：１，０９０人）し、農家戸
数も減少（平成２年：２，１８２戸、平成１２年：１，４７５戸）しているが、戸当たり
平均経営耕地面積は平成２年の１．２４ｈａから平成１２年には１．６７ｈａへ拡大して
いる。また、本区域の受益の中心を占める東通村では集落単位でオペレーター組合が設立
され、農作業の受委託や委託経営が増加するなど農地の流動化が進展してきている。

２．農業粗生産額は減少（平成８年：４３億円、平成１１年：３８億円）しているが、東通
村では農業・工業・商業における生産額の１２％を占めており、依然として農業が重要な

評 産業となっている。
３．本区域では水稲と畜産を基幹とした営農が行われてきており、従来から畜産部門への稲
わらの供給確保、耕種部門への堆肥の供給などにより、地域内資源の有効利用への取り組
みが行われてきたところである。近年、消費者の「安全で味のよさ」を求める志向に対応
すべく、耕種農家は土づくりのための良質堆肥の安定供給を求めており、また、畜産部門
では 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の施行（平成１１年、
１１月）にみられるように、畜産排せつ物処理への対応が求められている。このような状
況に鑑み、東通村では 「堆肥供給センター建設基本構想 （平成１３年４月）を策定し、、 」
「堆肥センター」を核とした土づくりにより、耕種部門と畜産部門の相互補完を推進する

価 こととしている。
４．県が平成９年３月に策定した「新下北地域開発基本構想 （平成８～１２年度）におい」
て、経営力の強化を図るため、農地の流動化及び農作業受委託等の促進により経営規模を
拡大し、大規模経営による生産コストの低減を図るとともに、稲作、畑作、果樹、畜産等
を組み合わせた複合経営の導入を推進し、農業経営の安定を図ることとしている。

５．また、県は、地域特産品の振興を図ることを目的として「ならではの里」構想を打ち出
し、指定産地を幅広くＰＲすることとした。その中で、東通村はそばの産地として指定さ
れ、県道むつ尻屋崎線沿いの村有地にそば乾燥施設等の設置を計画するなど、地域の流通
に変化が生じている。

項 ６．本事業の受益集落の一つである大利集落では、本事業の区画整理を契機に集落営農等の
活動が活発化し、これに対して「青森県農業賞 「豊かなむらづくり全国表彰事業」の表」
彰を受けており、その影響が他集落へも波及するなど本事業による農業の体質強化は地域
づくりにも大きく貢献している。

【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】

１．受益面積
（１）区 画 整 理 １２０ｈａ → １１５ｈａ

目 ・土地利用計画の変更による面積の減
（２）農用地造成 （普通畑） ３１ｈａ → １７ｈａ

・文化財包蔵地の除外による面積の減
（３）暗 渠 排 水 ０ｈａ → ２０ｈａ

・水田汎用化のための新規追加
（４）農業用道路 ３，１８５ｈａ → ３，１５６ｈａ

・農地転用等による受益面積の減
２．主要工事計画
（１）事業量（工法変更含む）

①区 画 整 理 １２０ｈａ → １１５ｈａ
・受益区域の変更に伴う事業量の減
・軟弱地盤対策への対応による工法の変更

②農用地造成 ３１ｈａ → １７ｈａ
・受益区域の変更に伴う事業量の減

③暗 渠 排 水 ０ｈａ → ２０ｈａ
・受益区域の変更に伴う事業量の増



④農業用道路 １０．９ｋｍ → １１．９ｋｍ
・路線変更による延長の増
・軟弱地盤対策への対応による工法の変更

３．総事業費
６，１００百万円 → １０，３５０百万円

（農業用道路等の軟弱地盤対策への対応及び物価変動に伴う事業費の増）

以上のことから、計画変更を行う必要がある。

【費用対効果分析の基礎となる要因の変化】

１．区画整理事業によりほ場の汎用化が図られること、また農用地造成事業により優良農地
が造成されることから、だいこん、ほうれんそう等の収益性の高い作物の導入が考えられ
ている。更に、暗渠排水事業の新規取り込みにより、同様の効果が期待される。

２ 「堆肥供給センター建設基本構想」で区域全体の完熟堆肥の供給をカバーする「堆肥セ．
評 ンター」が具体化されたことにより 「堆肥センター」を核として、農業用道路による耕、

種農家と畜産農家の有機的な連携が図られることから、資源の地域内循環が円滑に行われ
るようになり、これにより増大する堆肥輸送に関して、走行経費の節減が図られる。

３ 「東通村ならではの里」構想において、そばの乾燥施設の設置だけでなく、そば打ち体．
験施設が計画されており、入り込み観光客の増加など都市との交流等に関連した一般交通
の走行経費の節減、及び特用林産物を含めた林業経営上の経費の節減効果の増大が見込ま
れる。

【事業コスト縮減等の可能性】
価

①農用地整備
・区画整理で使用する支線道路の盛土材及び客土材について、その一部を農業用道路
の載荷盛土材から流用することにより、工事費を節減する。

・区画整理の排水路改修において、軟弱地盤に起因する法面の安定対策を見直すこと
により、工事費を節減する （かごマットまたは浅層混合処理工→コンクリートマッ。
ト、袋型根固め工等）

②農業用道路
・道路工事の舗装材に再生アスファルト合材を使用することにより、工事費を節減す

項 る。

【関係団体の意向】

１．県は、生産基盤の立ち遅れた本地域において、本事業の区画整理や農用地造成により農
地の集団化や拡大が進められ、集落営農に成果を上げていることから、地域農業の振興と
地域の活性化に大きな役割を果たしていることを評価している。また、農業用道路が都市
住民との交流に取り組むための地域開発的な面からも重要な役割を担うと考えており、計
画変更が速やかに行われた上で事業が早期に完成することを望んでいる。

目 ２．関係市村は、本事業、県営ほ場整備事業により大区画水田が形成され、集落単位で農作
業の受委託や転作大豆に取り組むなど、望ましい水田営農の実現を目指して地域ぐるみで
活動していることや地域の担い手が農業組織のリーダーとして活躍していることを評価し
ている。また、農業用道路は、北部の畜産地帯と中部の複合農業地帯を有機的に結合する
だけでなく、生活環境の向上、産業の活性化、雇用の創出にも寄与するものと期待してお
り、事業の早期完了を要望している。

３．事業推進協議会は、本事業と一体的に実施された高生産性大区画ほ場整備事業と併せて
大区画化による機械化営農と高収益作物の導入が図られることを評価している。また、農

、 、 、 、業用道路は 農業のみならず 林業 水産業による産業活性化の要になると期待しており
事業の早期完了を要望している。



【評価項目のまとめ】

１．本区域の農業は水稲と畜産を基幹とし、従来から稲わらと堆肥を相互に活用することにより
耕種部門と畜産部門が有機的に結合した形で展開してきており、近年野菜生産の取り組みも始
まっている。

２．区画整理及び農用地造成により集団的な優良農地が確保され、平成１３年度末までにその効
果を発現し、更に暗渠排水を実施する予定である。このことから、大型機械の導入が図られ、
受委託の進行とも相まって、稲作の生産性の向上、ほ場の汎用化、高収益作物の導入が可能と
なり、地域農業の安定が図られる。

３．農業用道路は、従来から行われてきた耕種部門と畜産部門の結合による環境に配慮した先進
的な取り組みを一層確実にするとともに、生活環境の向上、他産業の活性化にも寄与すること
から早期完成が望まれている。

４．こうした中で、事業実施計画の重要な部分の変更を必要とする状況等を踏まえると、事業実
施計画の変更手続きを行い事業の早期完成を図ることは、地元農業の振興に必要不可欠である
と考えられる。

【第三者委員会の意見】

本区域の区画整理、農用地造成については、本事業と一体として行われた県営の大区画ほ場
整備事業と併せて、農地の集団化や集落営農の展開等が図られ事業効果が着実に発現してきて
いると認められる。
農業用道路については、区域内の生産団地を結び、農畜産物の効率的な輸送や農作業の効率

化とともに、従来から行われてきた耕種部門と畜産部門の有機的な連携による地域内の資源循
環並びに他産業の活性化にも寄与するものとして期待される。
この施工において泥炭地盤に対する沈下対策を変更したことに伴い事業費が増嵩しているが、

この対策は道路供用後の交通安全及び維持管理を考慮した工法が選択されたものであり、必要
な措置と認められる。
また、路線については、保安林指定等の制約を踏まえつつ、道路状況や生産団地の位置等か

ら選択された妥当なものであり、地域開発の可能性を高めるものと期待される。
このため、本区域については、現在実施中の計画見直し作業を行い事業を早期に完了させる

ことが望ましい。
なお、現在、地域の気候に適した作物の選定、定着を図るべく営農実証試験等が行われてい

るが、今後その成果を活用して整備された基盤を十分に活かした収益性の高い農業の展開、耕
畜複合の一層の推進を図るため、営農指導のために参画している農業改良普及センター、市村
及びＪＡとの連携が継続されることが望ましい。

【事業の実施方針】

計画変更を早急に行い、コスト縮減に努めつつ、早期完成に向け事業を着実に推進する。



事業名 緑資源公団事業（農用地総合整備事業） 区域名 羽 咋
は く い

県 名 石川県 関係市町村 羽咋市、羽咋郡志賀町

１．公団事業の概要
（１）事業の目的

本区域は、能登半島の頸部外浦海岸に面した標高約200m以下のなだらかな丘陵地帯と
邑知平野の低平地からなり、水稲を中心に、すいか、だいこん、柿等が栽培されている
ほか、肉用牛、豚及び採卵鶏が飼養されるなど多角的な農業経営が展開されている。
しかし、近年、兼業化の進行による農業労働力の減少、耕地の小区画、湿田等から農

事 業生産性は停滞傾向にある。また、農産物の流通の面では、基幹となる農業用道路が未
整備で、地域特産品のすいか等夏季野菜の集出荷に支障をきたしており、輸送経路の整
備が課題となっている。
このため、農用地及び農業用道路の整備を早急かつ総合的に実施することにより、高

、 、 。生産性農業の確立を図るとともに 農産物流通の合理化等を図り 地域の活性化に資する
（２）事業の経緯

①平成 ７年 ９月：石川県知事から事業実施の申出
業 ②平成 ７年１２月：農林水産大臣から農用地整備公団への事業実施方針の指示

③平成 ８年１２月：農林水産大臣による事業実施計画の認可
④平成１２年 ７月：農林水産大臣による変更事業実施計画（第１回変更）の認可

（３）事業実施計画の概要
①受 益 面 積： ４，５１４ｈａ
②主要工事計画：農用地整備 ３０４ｈａ

（区画整理 ５２ｈａ）
概 （暗渠排水 ２５２ｈａ）

農業用道路 １１．１ｋｍ
③総 事 業 費：１４，０２０百万円（平成１３年度時点 １７，８００百万円）
④工 期：平成８年度～平成１４年度

（平成１３年度時点 平成８年度～平成１５年度）
２．関連事業の概要
（１）新生産調整推進排水対策特別事業宿女地区

要 ①主要工事計画：排水路工 １．９ｋｍ
①総 事 業 費：３９３．５百万円

（２）広域営農団地農道整備事業
①主要工事計画：農道整備 １．３ｋｍ
②総 事 業 費：２５５百万円

（３）県道特殊改良事業
①主要工事計画：県道改良 ０．６ｋｍ
②総 事 業 費：１５０百万円

【事業の進捗状況】

本区域は、平成１４年度完成を目途に平成８年度に着手し、現地精査及び地元調整を
踏まえ、事業を実施してきている。

評 農用地整備（区画整理及び暗渠排水）については、農業情勢の変化により実施区域に
変更が生じたため、平成１２年度に事業実施計画の変更を行った。また、地元意向等を
踏まえ、平成１２年度に事業種別完了を行い、平成１３年度から負担金の償還を行う予

価 定である。
農業用道路については、福野潟干拓地における軟弱地盤対策や邑知潟に飛来する白鳥

に配慮した橋梁設計等を行いながら、平成１２年度までに９．５ｋｍを施工し、３．１
項 ｋｍが完成している。

しかし、邑知地溝帯眉丈山系越えの区間で、土砂崩壊防止、砂防等の検討及び地元調
整に不測の日数を要したことにより、工事工程を１年間延長する必要が生じたため、平

目 成１５年度の事業完了を予定している。
（１）区画整理

平成１２年度 ５２ｈａ完了（平成１３年度より償還）



（２）暗渠排水
平成１２年度 ２５２ｈａ完了（平成１３年度より償還）

（３）農業用道路
平成１２年度までに９．５ｋｍを施工し、うち３．１ｋｍが完成している。

（４）進捗率
全体事業費（平成１３年度時点） ：１７，８００百万円
平成１２年度までの事業費 ： ８，４４５百万円 進捗率 ４７％
平成１３年度までの事業費（予定) ：１１，７４５百万円 進捗率 ６６％

【関連事業の進捗状況】

（１）新生産調整推進排水対策特別事業
平成１２年度事業完了

（２）広域営農団地農道整備事業
関連区間については、平成１２年度現在、測量設計、用地調査が完了している。

評 （３）県道特殊改良事業(一般県道羽咋田鶴浜線地域活性化支援道路整備事業）
平成１２年度現在、用地買収を実施している。進捗率２０％

【社会経済情勢の変化】

１．農家戸数は減少（平成７年：３，５１７戸、平成１２年：３，１１７戸）しているが、
経営規模３．０ｈａ以上の農家が増加（平成７年：１９６戸、平成１２年：２２３戸）
しており、戸当たり平均経営耕地面積は、平成７年の１．２７ｈａから平成１２年の
１．３９ｈａへ拡大している。また、農地の流動化が進み、農作業の受委託面積は延べ

価 面積では平成７年の２０５ｈａから平成１２年の２３０ｈａへ増加している。
２．認定農業者は、平成７年度の３６戸から平成１２年度には４９戸と増加している。
３．平成８年度に策定された石川県の農業振興方針「石川の農業振興ビジョン」では、邑
知潟周辺地域を「低コストで魅力ある農業と個性ある経営を目指す地域」とし、低コス
トな水田農業と、新鮮多彩な野菜の供給地と位置づけている。また中山間地域について
は「自然の立地条件を生かした多様な農業の確立を目指す地域」としている。更に砂丘
地域においては 「広大な農地と土地条件を生かした大規模経営の確立を目指す地域」と、
して位置づけられている。

４．農産物流通の効率化を図るため、農業近代化施設の整備が羽咋市、志賀町、農協等の
項 連携により積極的に推進されている。羽咋市では、平成９年に完成した米の低温倉庫が

稼働を開始したほか、志賀町では、平成１０年に水稲育苗センターが建設され良質米生
産のための健康な苗づくりが進められるとともに、平成１１年に完成したカントリーエ
レベーターの稼働が本格化している。

５．地力の維持増進の確保や、有機農産物への需要量増大に対応するため、耕種農家の堆
肥へのニーズの高まりとともに 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する、
法律」の施行（平成１１年１１月）を受けて、畜産農家側からも堆肥施設の整備に係る
要望が出されている。

目 【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】

農用地整備については、平成１２年度に事業種別完了を行っている。
１．受益面積

農業用道路 ４，５１４ｈａ → ４，３８６ｈａ
・農地転用による受益面積の減

２．主要工事計画
（１）事業量（工法変更を含む）

農業用道路 １１．１ｋｍ → １１．１ｋｍ
・路線の精査によるトンネル２カ所の増、橋梁５カ所の減
・軟弱地盤対策への対応による工法の変更

（２）環境に対する配慮
農道建設予定地の周辺は、邑知潟、福野潟をはじめとして、稀少動植物が生息して

いる。このため、事業の推進に当たっては、周辺環境への負荷を低減するため、橋梁
技術検討委員会及び羽咋市の邑知潟横断橋検討懇話会における検討や、地元保護団体、
地元専門家からの助言等を得て、必要な対策を検討し実施してきている。



３．総事業費
１４，０２０百万円 → １７，８００百万円

（ ）農業用道路にかかる工法見直しによるトンネルの増及び軟弱地盤対策に伴う事業費の増

以上のことから、計画変更を行う必要がある。

【費用対効果分析の基礎となる要因の変化】

． （ 、 ） 、 、１ 農用地整備 区画整理 暗渠排水 において ほ場の汎用化が図られたことにより大豆
すいか、なすなどの作物の導入が図られている。
また、大型農業機械を保有する稲作受託集団が新たに結成されるなど生産性の高い農

業経営の展開が進みつつある。特に、地域を分断している邑知潟に横断橋が架かること
により、対岸農家と農地の流動化の一層の促進が期待される。

２．羽咋市円井に農業用道路の建設計画に合わせて平成９年に米の低温倉庫が整備された。
また、志賀町堀松にカントリーエレベーターや育苗施設が整備されており、本区域の農

評 業用道路の整備による走行経費の節減が見込まれる。
３ 「家畜排せつ物の処理の適正化及び利用の促進に関する法律」が施行されたことに伴い、．
一定期間内に堆肥処理施設の整備が図られるとともに、耕種農家と連携した堆肥の有効
利用が促進されると見込まれることから、走行経費の節減効果の増大が期待される。

【事業コスト縮減等の可能性】

・福野潟の軟弱地盤対策として、パイルネット工法を採用することにより、ＤＪＭ工
法に比べ工事費を節減し、工期を短縮する。

価 ・邑知潟橋梁の上部工の見直しにより、支持地盤を深度４０ｍの洪積礫質層から深度
２０ｍの沖積砂質層へ変更することにより、基礎工の工事費を節減する。

・暗渠排水工事の被覆材に籾殻を使用することにより、工事費を縮減する。

【関係団体の意向】

１．県は、農業用道路について、地域にとって能登外浦地区の農産物輸送に重要な役割を
果たすとともに、空港への連絡等地域振興に果たす役割が大きいと期待されていること
から、速やかに変更手続きを行うとともに、コスト縮減に努めながら事業が平成１５年

項 度に完了することを望んでいる。
２．関係市町は、暗渠排水により大型機械の導入等による水田農業の合理化が望まれると
ともに、区画整理により農作業の委託、預託が進み農地の流動化が進展していることを
評価している。農業用道路においては、地域特産品の集出荷、水稲育苗施設等の輸送経
路の確保が図られることを期待している。また、地域を分断している邑知潟に架かる橋
梁は農作物輸送の合理化だけでなく、市町が連携して発展を遂げる上で重要な役割を担
っており、事業の早期完了を望んでいる。

３．事業推進協議会は、農業用道路特に邑知潟横断橋の架設により、農業振興はもとより、
地域交流、広域的な農協合併の推進についても大きな役割を果たすものと期待を寄せて

目 おり、地域の最重要事業として事業の早期完了を望んでいる。



【評価項目のまとめ】

１．本区域の農業は、農業従事者の減少傾向は続いているものの、比較的規模の大きな農家は増
加傾向にあり、担い手農家への農地の集約化が進みつつある。また、羽咋市、志賀町及び農協
による農業施設の近代化及び集約化が進展しており、施設園芸の導入と相まって、高効率・高
収益型農業への転換が進められつつある。

２．本区域では、農用地整備が平成１２年度に事業種別完了を行い、大型機械の導入、農地の流
動化、水田の汎用化が図られるなど効果が発現されてきており、農業用道路では一部区間につ
いて農耕車両の供用を開始するなど、通作時間の短縮等により一部効用が発現されてきている。
農業用道路は地域を分断している邑知潟の横断、他の県営広域農道との連結による地域全体の
物流の合理化を図るために不可欠なものであり、早期に完成させることが望まれている。

３．また、本区域は渡り鳥の越冬地であり、稀少動植物も生息していることから、事業の実施に
当たっては市町の関係者及び地元保護団体等と機会あるごとに協議を重ね、自然環境に十分配
慮した対策を講じている。

４．こうした中で、事業実施計画の重要な部分の変更を必要とする状況等を踏まえると、速やか
に事業実施計画の変更手続きを行い事業の早期完了を図ることは、地元農業の振興に必要不可
欠であると考えられる。

【第三者委員会の意見】

本区域の区画整理、暗渠排水は、既に平成１２年度に完工し、水田の汎用化や農作業の効率
化等が図られ事業効果が着実に発現してきていると認められる。
農業用道路については、区域内の生産団地を結び、農畜産物の効率的な輸送や農作業の効率

化が図られるとともに、地域を分断する邑知潟への架橋や県営の広域農道等との連結により地
域間交流の促進や広域的な農産物流通に寄与するものとして期待される。
この施工において希少動植物への影響の低減や景観への配慮のための対策が実施されたこと

に伴い事業費が増嵩しているが、この対策は周辺環境との調和に配慮するために必要な措置と
認められる。
このため、本区域については、コストの縮減に十分配慮しつつ、現在実施中の計画見直し作

業を行い事業を早期に完了させることが望ましい。
さらに、農業改良普及センター、市町及びＪＡとの連携により、整備された基盤を十分に活

かし、高収益・高付加価値な農業の展開が図られることを期待する。

【事業の実施方針】

計画変更を早急に行い、環境面に配慮するとともにコスト縮減に努めつつ、早期完成に向け事
業を着実に推進する。



事業名 緑資源公団事業（農用地総合整備事業） 区域名 都 城
みやこのじょう

県 名 宮崎県 関係市町村 都城市、北諸県郡三股町

１．公団事業の概要
（１）事業の目的

本区域は、宮崎県南西部に位置し、周囲を霧島山系と鰐塚山系に囲まれた農業地帯であ
り、水稲、露地野菜及び畜産を組み合わせた複合経営を中心とした農業経営が展開されて

事 いる。
しかしながら、戸当たりの耕地面積が小さく、農地の整備率も低いことから大型農業機

械による営農に支障をきたしており、また、国県道が放射状に延びているものの、各営農
団地間を結ぶ基幹的な農道の整備が遅れているため、農産物等の流通に支障をきたしてい
る。
このことから、農用地及び農業用道路の整備を早急かつ総合的に実施することにより、

業 高生産性農業の確立を図るとともに、農産物の流通の迅速化を図り、地域の活性化に資す
る。

（２）事業の経緯
①平成 ７年 ３月：宮崎県知事から農林水産大臣への事業実施の申出
②平成 ７年 ６月：農林水産大臣から農用地整備公団への事業実施方針の指示
③平成 ８年１２月：農林水産大臣による事業実施計画の認可

概 （３）事業実施計画の概要
①受 益 面 積： ７，８４４ｈａ
②主要工事計画：区画整理 １６７ｈａ

農業用道路 １９．２ｋｍ
③総 事 業 費：１５，５００百万円（平成１３年度時点 １６，６００百万円）
④工 期：平成８年度～平成１４年度

要 ２．関連事業の概要
（１）一級市道改修事業

①主要工事計画：道路改修 ４．０ｋｍ
②総 事 業 費：１，５６０百万円

【事業の進捗状況】

本区域は、平成１４年度の完了を目指して平成８年度に着工し、現地精査並びに地元調
評 整を踏まえ、事業を実施してきている。

区画整理については、平成１２年度までに約１１７ｈａを施工しており、約４６ｈａに
ついては、すでに一時利用による営農が行われている。また、平成１３年度には約７１ｈ
ａについて、暗渠排水工等の補完整備を実施した後、一時利用を行う予定である。
農業用道路については、地域高規格道路等との調整を図りながら、平成１２年度までに

１１．６ｋｍを施工し、５．６ｋｍが完成している。
価 しかし、一部区間において、地元の調整に不測の日数を要したことにより、工事工程を

見直した結果、平成１４年度の完成は困難な状況にある。
（１）区画整理

平成１２年度までに１１７ｈａを施工し、４６ｈａについて一時利用による営農を開始
している。

（２）農業用道路
項 平成１２年度までに１１．６ｋｍを施工し、５．６ｋｍが完成している。

（３）進捗率
全体事業費（平成１３年度時点） ：１６，６００百万円
平成１２年度までの事業費 ： ８，７７３百万円 進捗率 ５３％
平成１３年度までの事業費（予定） ：１２，２７３百万円 進捗率 ７４％

目 【関連事業の進捗状況】

関連道路については、平成１４年度から実施する予定である。



【社会経済情勢の変化】

１．農業就業人口は減少（平成２年：９，５８０人、平成７年：８，２０３人）し、農家戸
数も減少（平成７年：８，３６０戸、平成１２年：７，７３７戸）しているが、農地の流
動化（都城市の利用権設定面積 平成２年：４１２ｈａ 平成７年：５０７ｈａ 平成、 、
１１年：６３３ｈａ）が進んでおり、経営規模３．０ｈａ以上の農家数は増加（平成２
年：２９９戸、平成１２年：３６９戸）している。

２．農業粗生産額は、農業・工業・商業における生産額の約４０％を占め続けており、農業
が基幹産業の地位を占めている。

３．認定農業者数は、平成７年度の３１３戸から平成１２年度には４５１戸へと増加し、地
域の基幹的担い手として農業振興に貢献しているとともに、平成１２年度に宮崎県が策定
した「北諸県地区第５次農業・農村振興長期計画」においては、平成１７年度には５５５
戸を目標としている。

４．平成１２年度に策定された「都城市水田農業振興計画」において、水田の高度利用、転
作作物の作付けが可能な団地化を推進し、飼料作物、大豆、野菜等の本格的な生産拡大と

評 品質向上により、安定した水田農業経営の確立を図ることとしており、これらの施策を推
進するため区画整理および暗渠排水の整備等が必要とされている。

５．本地域の畑地かんがいを目的とする国営かんがい排水事業が昭和６２年度より実施され
ており、用水の乏しい本地域に豊富な農業用水をもたらすことにより、高収益作物の導入
等による新たな農業経営の展開が期待されている。

６．全国でも有数の畜産地帯である本地域では、畜産環境に起因する環境問題の解決及び畜
産の健全な発展を図ることを目的として平成１１年１１月に施行された「家畜排せつ物の
処理の適正化及び利用の促進に関する法律」に対応するため、堆肥処理施設の整備を図る
とともに耕種農家と連携した家畜排せつ物の有効利用を促進することが重要な課題となっ

価 ている。
７．ＪＡ都城管内においては、農家の高齢化・兼業化に対応して集出荷労力の節減を図り、
効率的な集出荷を行うため、農家の持ち込みではなく農協が農家の庭先で集荷する動きが
始まっており、今後農業用道路網の整備に伴い、その動きが進展することが期待されてい
る。

８．平成１２年度に策定された「都城市中長期農業振興ビジョン」において、新規事業とし
て田園空間整備事業が盛り込まれ、都城盆地を「ふるさと田園空間博物館」と位置づけ
し、農村の地域資源を活用した都市と農村との交流を推進していくこととしており、地域
へのアクセス道路として農業用道路の利用が期待される。

項
【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】

１．受益面積
（１）区画整理 １６７ｈａ → １１７ｈａ

・文化財包蔵地の除外による面積の減
・営農意欲減退等による面積の減

（２）暗渠排水 ０ｈａ → １６ｈａ
・水田汎用化のための新規追加

目 （３）土層改良 ０ｈａ → １５ｈａ
・生産性向上のための新規追加

（４）農業用道路 ７，８４４ｈａ →７，５９１ｈａ
・農地転用等による受益面積の減

２．主要工事計画
（１）事業量（工法変更含む）

①区画整理 １６７ｈａ → １１７ｈａ
・受益区域の変更に伴う事業量の減

②暗渠排水 ０ｈａ → １６ｈａ
・受益区域の変更に伴う事業量の増

③土層改良 ０ｈａ → １５ｈａ
・受益区域の変更に伴う事業量の増

④農業用道路 １９．２ｋｍ → １６．４ｋｍ
・地域高規格道路との調整による延長の減
・トンネル掘削工法の変更等による増



３．総事業費
１５，５００百万円 → １６，６００百万円

（農業用道路の土質の変更に伴う掘削工法の変更、構造物の増加等に伴う事業費の増）

以上のことから、計画変更を行う必要がある。

【費用対効果分析の基礎となる要因の変化】

１．平成１０年度に都城地域農業振興センターが農地の利用調整や機械・施設の効率的利
用、農作業の受委託の推進を図ることを目的として設置されたことから、営農経費節減効
果の増加が見込まれる。

２．近年、転作作物として振興されているニンジン、レタスの作付が増加している。また、
各種事業によりビニールハウスの設置が進み、施設野菜の面積が拡大しており、区画整
理、暗渠排水を実施することにより、ほ場の汎用化が図られ、本区域への施設野菜等の導
入及び拡大が見込まれる。

評 ３．今後、農業用道路において「家畜排せつ物の処理の適正化及び利用の促進に関する法
律」の施行に伴い、堆肥の有効利用が促進されること、また 「ふるさと田園空間博物、
館」構想の推進により、都市との交流の促進が見込まれることから、それらに伴う走行経
費の節減が見込まれる。

【事業コスト縮減等の可能性】

・橋梁とトンネル区間において、国営かんがい排水事業の幹線排水路を国営事業との共同
工事（公団受託）で施工することにより工事費を節減する。

価 ・農業用道路の盛土部分について、薄型壁面材を用いた補強土壁工法を採用することによ
り、工事費を節減する。

【関係団体の意向】

１．県は、農業用道路について、効率的な輸送体系の確立や作業の省力化等の推進、都市と
農村の交流の促進とともに、県営の広域農道と連結されることによる都城圏域の農業振興
に大いに貢献することを期待しており、また、区画整理について水田の汎用化による高度
利用で農業経営の安定化を図ることを期待しており、事業効果の早期発現と負担軽減の観

項 点から、事業の早期完了を要望している。
２．関係市町は、区画整理について事業効果が着実に発現されつつあることを評価している
とともに、農業用道路について一部区間の利用による効果の発現を評価している。一方、
農家が強く要望している暗渠排水、土層改良を追加する計画変更を速やかに行い、コスト
縮減による総事業費の抑制に努めながら、事業の早期完了が図られることを要望してい
る。

３．事業促進協議会は、農業用道路について畑地かんがい受益地の一体性の確保と都城ＩＣ
を中心とする高速流通体系を確立するため、都城盆地の南部地域の基幹農道を整備する本
事業の早期完成に期待を寄せている。一方、農家から強い要望がある暗渠排水、土層改良

目 を追加する計画変更を早急に行い、事業が早期に完了することを要望している。



【評価項目のまとめ】

１．本区域の農業は畜産を主体とし、肉用牛と水稲、野菜（根菜類）を組み合わせた経営形態が多
いが、これに加えて近年、ハウス栽培による果菜類や花きの導入が進展しつつあり、更に、現在
実施されている国営かんがい排水事業の完成に伴い、農業用水を利用した多様な作物の導入によ
り変化に富んだ農業経営が展開しようとしている。

２．区画整理により稲作の生産性の向上や高収益作物導入による集団転作及びハウス栽培が可能に
なるなど効果が着実に発現されており、また、今後展開する新たな経営の基盤が形成されてい
る。今後実施を予定している暗渠排水、土層改良を早期に完成させ、区画整理と併せて事業効果
を早期に発現させることが望まれている。

３．農業用道路は、これらの新展開に不可欠な農畜産物の集出荷等流通の迅速化、合理化を可能に
するものであり、都市と農村の交流の観点からも早期完成が望まれている。

４．こうした中で、事業実施計画の重要な部分の変更を必要とする状況を踏まえると、速やかに事
業実施計画の変更手続きを了したうえで工期の延伸を最小限にとどめ、事業の早期完成に努める
ことは、地元農業の振興に必要不可欠であると考えられる。

【第三者委員会の意見】

本区域の区画整理については、水田の汎用化や農作業の効率化等が図られ事業効果が着実に
発現してきていると認められる。
農業用道路については、県営の広域農道とあわせて都城圏域の生産団地を結び、農畜産物の

効率的な輸送や農作業の効率化が期待される。
また、国営かんがい排水事業による幹線用水路に合わせて路線が配置され、橋梁やトンネル

等での一体施工による効率的な整備が行われており、今後、畑地かんがいと一体となって新た
な農業展開に寄与するものとして期待される。
このため、本区域については、コストの縮減に十分配慮しつつ、現在実施中の計画見直し作

業を行い事業を早期に完了させることが望ましい。

【事業の実施方針】

計画変更を早急に行い、コスト縮減に努めつつ、早期完成に向け事業を着実に推進する。
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